
今後の展開
 平成２６年４月に嚥下障害診療センターを組織し、６回の嚥下障害診療センター

ミーティングを行った。各部門における嚥下障害に対する取り組みの現状とその
成果を共有することができた。

 入院患者の誤嚥を防止することによって誤嚥性肺炎を予防し、不要な食止め(経口
摂取禁止)を回避するために

 各診療科入院患者の中で、実際に嚥下障害を有する患
者がどの程度存在するかを調査する。

スクリーニング法の開発

 嚥下障害を有する患者の病態を評価し予防的リハを行う。

 新基準の嚥下調整食を平成２７年４月から実施予定である。

看護部とリハビリテーション部の参加･協力を促す。

入院患者の実態調査「嚥下障害チェック表作成｣の提案


